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会計基準等の適用時期(平成 21年 12月 4日現在) 

1．平成 22年 3月期 

1-1 平成 22年 3月期から適用されるもの 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

実務基準関係 ・ 排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い（改正

実務対応報告第 15号） 

公表日（平成 21年 6月 23日）を含む事業年度から

適用 

・ 排出量取引の国内統合市場の試行的

実施の仕組みの 1つとして、試行排出

量取引スキームが開始されたことに

伴い、所要の会計処理を明らかにし

た。 

連結財務諸表関係 ・ 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲

の決定に関する適用指針（適用指針第 22号） 

平成 20年 10月 1日以後開始する連結会計年度から

適用 

 

・ 子会社や関連会社の範囲の決定に関

する取扱いを示している。 

・ ベンチャーキャピタル、銀行等が、他

の会社等の意思決定機関を支配して

いないこと等が明らかな場合の明確

化を行っている。 

四半期財務諸表関

係 

・ 四半期財務諸表に関する会計基準（改正会計基準第

12号） 

平成 21年 6月 30日以後終了する四半期会計期間か

ら適用 

・ 改正財務諸表等規則等で、継続企業の

前提に関する注記が求められる要件

が変更されたことに伴い、四半期開示

においても同様の変更を行っている。 

固定資産関係 ・ 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準（会

計基準第 20号） 

・ 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の

適用指針（適用指針第 23号） 

平成 22年 3月 31日以後終了する事業年度の年度末

に係る財務諸表から適用 

・ 賃貸等不動産の時価等に関する次の

事項を注記する。ただし、賃貸等不動

産の総額に重要性が乏しい場合は注

記を省略することができる。 

（1） 賃貸等不動産の概要 

（2） 賃貸等不動産の貸借対照表計上額

及び期中における主な変動 

（3） 賃貸等不動産の当期末における時

価及びその算定方法 

（4） 賃貸等不動産に関する損益 
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1-1 平成 22年 3月期から適用されるもの 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

退職給付関係 ・ 「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）

（会計基準第 19号） 

平成 21 年 4 月 1 日以後開始する事業年度の年度末

から適用 

・ これまで認められていた、割引率の基

礎となる長期の債券の利回りについ

て一定期間の変動を考慮する取扱い

を削除した。 

金融商品関係 ・ 金融商品に関する会計基準（改正会計基準第 10号、

平成 20年改正会計基準） 

・ 金融商品の時価等の開示に関する適用指針（適用指

針第 19号） 

・ 平成 22 年 3 月 31 日以後終了する事業年度の年

度末に係る財務諸表から適用 

・ 四半期財務諸表に関しては、翌事業年度から適

用するのが原則 

・ 金融商品に係るリスク管理体制のうち一定の項

目については、平成 23 年 3 月 31 日以後終了す

る事業年度の年度末に係る財務諸表から適用す

ることができる。 

・ 金融商品の状況に関する事項及び金

融商品の時価等に関する事項を注記

する。 

・ 改正会計基準等では、これまでの有価

証券やデリバティブ取引だけでなく、

金融商品全般に範囲を広げて時価等

の開示を求めている。 

個別問題 ・ 工事契約に関する会計基準（会計基準第 15号） 

・ 工事契約に関する会計基準の適用指針(適用指針第

18号) 

平成 21年 4月 1日以後開始する事業年度から適用 

 

・ 一定の条件を満たす工事契約につい

ては、工事進行基準の適用を求める。 

・ 工事損失引当金の計上処理を求める。 

・ 電子記録債権に係る会計処理及び表示についての

実務上の取扱い（実務対応報告第 27号） 

公表日（平成 21年 4月 9日）以後適用 ・ 「電子記録債権法」に基づく電子記録

債権の会計処理及び表示に関して、実

務上の取扱いを明らかにした。 
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1-2 平成 22年 3月期から早期適用できるもの 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

実務基準関係 ・ 棚卸資産の評価に関する会計基準（改正会計基準第

9号） 

・ 平成 22年 4月 1日以後開始する事業年度から適

用 

・ 平成 22 年 3 月 31 日以前に開始する事業年度か

ら適用することができる。 

・ 選択できる棚卸資産の評価方法から

後入先出法を削除した。 

・ 後入先出法から改正会計基準に定め

る評価方法に変更したことによる影

響額が多額である場合、一定の金額を

特別損益として表示することができ

る。 

・ 会計方針の変更に伴う影響額を一定

の簡便な方法により算定することが

できる。その場合には必要な注記をあ

わせて行う。 

連結財務諸表関係 ・ 連結財務諸表に関する会計基準（会計基準第 22号） ・ 平成 22年 4月 1日以後実施される企業結合及び

事業分離等に関する会計処理及び注記事項から

適用し、その他連結財務諸表に係る事項につい

ては、平成 22年 4月 1日以後開始する連結会計

年度の期首から適用 

・ 平成 21年 4月 1日以後開始する連結会計年度に

おいて最初に実施される企業結合及び事業分離

等に関する会計処理及び注記事項から適用し、

その他連結財務諸表に係る事項については、平

成 21年 4月 1日以後開始する連結会計年度の期

首から適用することができる。 

・ 負ののれんは、発生原因を見直し、な

お生じる場合には、その事業年度の利

益として処理する。 

・ 部分時価評価法を廃止し、全面時価評

価法により子会社の資産及び負債を

評価する。 

・ 段階取得時の投資と資本の相殺消去

においては、まず親会社の子会社に対

する投資金額すべてを支配獲得日の

時価により算定し（差額を連結上、損

益として処理）、その後、評価替後の

投資金額と資本の相殺消去を行う。 

・ 連結貸借対照表の作成に関する会計

処理における企業結合及び事業分離

等のうち、連結会計基準に定めのない

事項については、企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準の定めに従う

ことを明らかにした。また、注記事項

についても、企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準で定められた注記
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区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

事項を開示することとした。 

・ 連結損益計算書に、新たに少数株主損

益調整前当期純利益を表示すること

とした。 

・ 持分法に関する会計基準（会計基準第 16号） 

・ 持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取

扱い（実務対応報告第 24号） 

・ 平成 22年 4月 1日以後開始する連結会計年度及

び事業年度から適用 

・ 平成 22 年 3 月 31 日以前に開始する連結会計年

度及び事業年度から適用することができる。 

・ 投資会社及び持分法を適用する投資

会社の会計処理の原則及び手続は、原

則として統一する。 

・ 監査･保証実務委員会報告第 56号、実

務対応報告第 18 号の取扱いに準じる

ことができる。 

・ 持分法に関する会計基準（改正会計基準第 16号） ・ 平成 22年 4月 1日以後実施される非連結子会社

及び関連会社に対する投資に係る会計処理から

適用 

・ 平成 21年 4月 1日以後開始する連結会計年度に

おいて最初に実施される非連結子会社及び関連

会社に対する投資に係る会計処理から適用する

ことができる。 

・ 投資に含められる負ののれんは、発生

原因を見直し、なお生じる場合には、

その事業年度の利益として処理する。 

固定資産関係 ・ 資産除去債務に関する会計基準(会計基準第 18号) 

・ 資産除去債務に関する会計基準の適用指針(適用指

針第 21号) 

 

・ 平成 22年 4月 1日以後開始する事業年度から適

用 

・ 平成 22 年 3 月 31 日以前に開始する事業年度か

ら適用することができる。 

・ 有形固定資産の資産除去債務に対応

する除去費用の資産計上と負債計上

が必要 

・ 資産計上された部分は、減価償却を通

じて費用配分し、時の経過による調整

額は利息法により処理する。 

研究開発費関係 ・ 「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正(会計

基準第 23号) 

・ 平成 22年 4月 1日以後実施される企業結合及び

事業分離等から適用 

・ 平成 21年 4月 1日以後開始する事業年度におい

て最初に実施される企業結合及び事業分離等か

ら適用することができる。 

・ 企業結合において、取得企業が取得対

価の一部を研究開発費等に配分した

ときは、当該無形資産が識別可能なも

のであれば、原則として識別して資産

計上する。 
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組織再編関係 ・ 企業結合に関する会計基準（会計基準第 21号） 

・ 事業分離等に関する会計基準（改正会計基準第 7

号） 

・ 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針（改正適用指針第 10号） 

・ 平成 22年 4月 1日以後実施される企業結合及び

事業分離等から適用 

・ 平成 21年 4月 1日以後開始する事業年度におい

て最初に実施される企業結合及び事業分離等か

ら適用することができる。 

・ 持分プーリング法を廃止し、共同支配

企業の形成及び共通支配下の取引以

外はパーチェス法により処理する。 

・ 株式による取得対価の測定日は、企業

結合日（又は事業分離日）とする。 

・ 負ののれんは、発生原因を見直し、な

お生じる場合には、その事業年度の利

益として処理する。 

・ 段階取得における被取得企業の取得

原価の測定は、取得時点における取得

の対価となる財の時価で算定し、差額

は損益として処理する（ただし、連結

上のみ。個別上は従来どおり、累積原

価を取得原価とし、連結財務諸表を作

成しない場合には、一定の注記を継続

開示する）。 

・ 外貨建のれんは、決算日の為替相場に

より換算する。 

・ 被取得企業から受け入れた資産に識

別可能な無形資産が含まれる場合に

は、取得原価を配分することができる

とされていたものを改正し、原則とし

て識別して資産計上する。 

・ 共同支配投資企業の連結財務諸表上、

共同支配企業に対する投資に持分法

を適用する。 
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2．平成 23年 3月期 

2-1 平成 23年 3月期から適用されるもの 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

実務基準関係 ・ 棚卸資産の評価に関する会計基準（改正会計基準第

9号） 

平成 22年 4月 1日以後開始する事業年度から適用 

 

・ 選択できる棚卸資産の評価方法から

後入先出法を削除した。 

・ 後入先出法から改正会計基準に定め

る評価方法に変更したことによる影

響額が多額である場合、一定の金額を

特別損益として表示することができ

る。 

・ 会計方針の変更に伴う影響額を一定

の簡便な方法により算定することが

できる。その場合には必要な注記をあ

わせて行う。 

連結財務諸表関係 ・ 連結財務諸表に関する会計基準（会計基準第 22号） ・ 平成 22年 4月 1日以後実施される企業結合及び

事業分離等に関する会計処理及び注記事項から

適用し、その他連結財務諸表に係る事項につい

ては、平成 22年 4月 1日以後開始する連結会計

年度の期首から適用 

 

・ 負ののれんは、発生原因を見直し、な

お生じる場合には、その事業年度の利

益として処理する。 

・ 部分時価評価法を廃止し、全面時価評

価法により子会社の資産及び負債を

評価する。 

・ 段階取得時の投資と資本の相殺消去

においては、まず親会社の子会社に対

する投資金額すべてを支配獲得日の

時価により算定し（差額を連結上、損

益として処理）、その後、評価替後の

投資金額と資本の相殺消去を行う。 

・ 連結貸借対照表の作成に関する会計

処理における企業結合及び事業分離

等のうち、連結会計基準に定めのない

事項については、企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準の定めに従う

ことを明らかにした。また、注記事項

についても、企業結合会計基準及び事
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区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

業分離等会計基準で定められた注記

事項を開示することとした。 

・ 連結損益計算書に、新たに少数株主損

益調整前当期純利益を表示すること

とした。 

・ 持分法に関する会計基準（会計基準第 16号） 

・ 持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取

扱い（実務対応報告第 24号） 

平成 22 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び

事業年度から適用 

・ 投資会社及び持分法を適用する投資

会社の会計処理の原則及び手続は、原

則として統一する。 

・ 監査･保証実務委員会報告第 56号、実

務対応報告第 18 号の取扱いに準じる

ことができる。 

・ 持分法に関する会計基準（改正会計基準第 16号） ・ 平成 22年 4月 1日以後実施される非連結子会社

及び関連会社に対する投資に係る会計処理から

適用 

 

・ 投資に含められる負ののれんは、発生

原因を見直し、なお生じる場合には、

その事業年度の利益として処理する。 

四半期財務諸表関

係 

・ 四半期財務諸表に関する会計基準（改正会計基準第

12号） 

・ 四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（改正

適用指針第 14号） 

・ 平成 22年 4月 1日以後開始する連結会計年度及

び事業年度の第 1四半期会計期間から適用 

・ 四半期財務諸表におけるセグメント

情報等の開示を、企業会計基準第 17

号「セグメント情報等の開示に関する

会計基準」に整合させるために改正し

た。 

固定資産関係 ・ 資産除去債務に関する会計基準(会計基準第 18号) 

・ 資産除去債務に関する会計基準の適用指針(適用指

針第 21号) 

 

平成 22年 4月 1日以後開始する事業年度から適用 

 

・ 有形固定資産の資産除去債務に対応

する除去費用の資産計上と負債計上

が必要 

・ 資産計上された部分は、減価償却を通

じて費用配分し、時の経過による調整

額は利息法により処理する。 

研究開発費関係 ・ 「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正(会計

基準第 23号) 

・ 平成 22年 4月 1日以後実施される企業結合及び

事業分離等から適用 

 

・ 企業結合において、取得企業が取得対

価の一部を研究開発費等に配分した

ときは、当該無形資産が識別可能なも

のであれば、原則として識別して資産

計上する。 
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組織再編関係 ・ 企業結合に関する会計基準（会計基準第 21号） 

・ 事業分離等に関する会計基準（改正会計基準第 7

号） 

・ 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針（改正適用指針第 10号） 

・ 平成 22年 4月 1日以後実施される企業結合及び

事業分離等から適用 

 

・ 持分プーリング法を廃止し、共同支配

企業の形成及び共通支配下の取引以

外はパーチェス法により処理する。 

・ 株式による取得対価の測定日は、企業

結合日（又は事業分離日）とする。 

・ 負ののれんは、発生原因を見直し、な

お生じる場合には、その事業年度の利

益として処理する。 

・ 段階取得における被取得企業の取得

原価の測定は、取得時点における取得

の対価となる財の時価で算定し、差額

は損益として処理する（ただし、連結

上のみ。個別上は従来どおり、累積原

価を取得原価とし、連結財務諸表を作

成しない場合には、一定の注記を継続

開示する）。 

・ 外貨建のれんは、決算日の為替相場に

より換算する。 

・ 被取得企業から受け入れた資産に識

別可能な無形資産が含まれる場合に

は、取得原価を配分することができる

とされていたものを改正し、原則とし

て識別して資産計上する。 

・ 共同支配投資企業の連結財務諸表上、

共同支配企業に対する投資に持分法

を適用する。 

 

個別問題 ・ セグメント情報等の開示に関する会計基準(会計基

準第 17号) 

・ セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用

指針(適用指針第 20号) 

平成 22 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び

事業年度から適用 

 

・ セグメント情報を開示する方法とし

てマネジメント･アプローチを採用 

・ 関連情報の開示(製品及びサービス、

地域、主要な顧客に関する情報) 
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3．平成 24年 3月期 

3-1 平成 24年 3月期から適用されるもの 

区 分 会計基準等 適用時期 内 容 

実務基準関係 ・ 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準（会

計基準第 24号） 

・ 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の

適用指針（適用指針第 24号） 

 

・平成 23 年 4 月 1 日以後開始する事業年度の期首

以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の

訂正から適用 

・ただし、未適用の会計基準等に関する注記に関し

ては、平成 23 年 4 月 1 日以後開始する事業年度

から適用 

・ 会計方針の変更時は、原則として過去

の期間のすべてに、新たな会計方針を

遡及適用する。 

・ 減価償却方法は会計方針であるが、当

該変更は会計上の見積りの変更と同

様に扱い、遡及適用は行わない。 

・ 公表済みで適用されていない新会計

基準等がある場合は、その名称や概

要、適用による影響等を注記する。 

・ 表示方法の変更時は、原則として、表

示する過去の財務諸表を新たな表示

方法により組み替える。 

・ 過去の財務諸表に誤謬が発見された

場合には、原則として過去の財務諸表

を修正再表示する。 

 


